
一般建築物石綿含有建材調査者講習会実施要領 

 

１ 目  的 

令和 5年 10月 1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、『建築物石

綿含有建材調査者』等による事前調査を行うことが義務付けられており、この対応とし

て令和５年９月に当該講習会を開催したが、再度、『一般建築物石綿含有建材調査者講

習会』の実施を希望する声があるため、この業務に携わる調査者を増員するための講習

会を実施する。 

 

２ 主  催  （一社）山梨県管工事協会 

        （一社）山梨県電設協会 

        （一社）山梨県冷凍空調設備保安協会  

 

３ 開 催 日  令和７年１２月１２日（金）・１３日（土）２日間 

 

４ 開催場所  山梨県電気工事工業組合会館（電気会館） 

        山梨県甲府市住吉１丁目１－１１ 

 ☏０５５－２２２－５７１１ 

 

５ 受講予定者数  約 100名 

 

６ 受 講 料  会 員（主催団体会員及びその従業員） ４８，０００円（税込み） 

        非会員（   上記以外の者    ） ５３，０００円（税込み） 

※ 使用テキスト代込み 

 

７ 講  師  ㈱東京技能講習協会 講師 

 

８ 主な受講資格 

①  石綿作業主任者技能講習修了者 

②  建築に関して 11年以上の実務経験を有する者 等 

 

９ 講習内容・日程  別添『一般建築物石綿含有建材調査者講習カリキュラム』参照 

 

10 修了考査  一般建築物石綿含有建材調査者は、当該講習を受講し修了考査に合格す

る必要があります。 

                   以上 


